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研究成果の概要（和文）：　相続税法における日本とドイツの財産評価には、原則として相続後の財産価値の下
落を考慮しないという共通点がある。日本においては、一定の大規模災害の場合にのみ評価期日の特例が認めら
れている点について問題が指摘されている。また、不可抗力による価値下落を認めないことは、ドイツにおいて
は憲法上の問題があることも指摘されている。また、解釈によって相続後の財産価値の下落を考慮する余地もあ
る。

研究成果の概要（英文）：There is a common point that property valuation in Japanese and German 
inheritance tax law does not consider in principal, that decline in property value after 
inheritance. In Japan, problems are pointed out that special provisions of valuation date are 
applied only in case of certain large-scale disasters. In Germany, it is also pointed out that there
 is a constitutional problem, in that it does not consider declining value due to force majeure. 
Additionally, also by interpretation, there is room that declining value after inheritance can be 
considered.

研究分野： 租税法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 東日本大震災に伴う津波や放射能汚染等
により、東北地方を中心として土地・建物等
に被害が生じた。このような被害に対して、
相続税法に関する救済措置として震災特例
法により評価期日の特例規定がおかれ、国税
庁の「調整表」による路線価の震災発生直後
の価額への調整がなされた。しかし、これら
の取扱いは、特定の大規模災害に限定して適
用されるものであり、相続開始後に財産に損
失を受けた場合、一般的にはその損失を考慮
することは認められていない。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、日本の相続税法における

災害時の財産評価について、比較法研究及び
被災地の調査を通じて課題を明らかにする
ことにある。 
  
３．研究の方法 
(1)日本及びドイツにおいて財産取得後に価
値が増減した場合の法的問題点について、法
令・判例・学説等を調査・整理する。 
(2)日本における財産評価の課題を明らかに
するため、国土交通省の不動産取引情報検索
システムにより被災地の不動産取引価格を
検索し、路線価及び調整率（調整率の範囲外
となった地域も含む）との乖離があるかどう
か検証する。 
(3)ドイツの災害時の財産評価について事例
を調査する。 
(4)以上の内容を整理し、日本の相続税法に
おける災害時の財産評価についての課題を
明らかにする。 
 
４．研究成果 
(1)日本における価値下落の取扱い 
①判例と「取得」の解釈 
 日本の相続税法においては、財産をその取
得の時における時価により評価する（相続税
法 22 条）こととしている。 
 しかし、相続税の申告・納付は相続開始後
10 か月以内に行うこととされているため、相
続した財産の価値が申告・納付時に下落して
いる場合には、その下落分が考慮されるかど
うかが問題となる。 
 この点に関して争われた事例として大阪
地裁昭和 59 年 4月 25 日判決がある。この事
件では、相続により取得した株式が相続後に
無価値化した場合その価値の減少が相続税
法 22 条の時価に影響をあたえるかどうか等
が争点となった。 
 判決は、相続開始後に相続財産の価値が下
落した場合に相続税評価額を減額する方向
で修正することは、相続税法 22 条の趣旨に
反すること、財産価額の操作の恐れがあるこ
と、価値の下落前に申告納付した者との間で
不均衡が生じることなどから認められない
と判示しており、その後、控訴審と上告審で
も同様の判断がなされている。 

この判断については、現行制度のもとでは
妥当であると考えられている。相続税法 22
条の規定によれば、財産は「取得の時におけ
る時価」で評価することとされているため、
財産を相続開始時に取得したと解すればそ
れより後に生じた価値下落は考慮しないと
いうことになる。 
しかし、「取得」という文言の解釈には異

論があり得る。日本の相続税法は、法定相続
分により「取得したものとした場合」を想定
して相続税の総額を求め、その相続税の総額
を実際に「取得した」財産の課税価格の割合
に応じて配分することとしている。したがっ
て、相続税法 22 条の「取得の時」は、遺産
分割時を指すと解釈することもできるので
はないかとの疑問が生じうる。 
だが、現行法上は、この「取得の時」を相

続開始時であると捉えている。これは民法の
規定において「相続人は、相続開始の時から、
被相続人の財産に属した一切の権利義務を
承継」し、「各共同相続人は、その相続分に
応じて被相続人の権利義務を承継する」とし
ていることと整合的であるようにも思われ
る。また、民法 909 条は「遺産の分割は、相
続開始の時にさかのぼってその効力を生ず
る」こととしているから、相続開始後に遺産
分割がなされた場合でも、相続開始時にその
効果が遡及され、相続開始時に「取得した」
ものとなるというのが素直な解釈であると
考えられる。 
 しかし、解釈論による解決の余地が全くな
いというわけではないように思われる。例え
ば、遺産の分割と「取得」を別個のものとし
て捉えるということが考えられる。遺産の分
割は相続開始時に遡及するが、「取得」につ
いては遡及せず、分割時を指すと解すれば、
解釈により遺産分割後の価値下落を考慮す
ることができる。 
②評価期日の特例と調整率 
 東日本大震災後に納期限が到来する特定
土地等または特定株式等で震災時に所有し
ていたものの価額は、時価ではなく、震災発
生直後の価額によることができることとさ
れている。同様の規定は、阪神淡路大震災時
の震災特例法にもあった。 
 この震災特例法は特定の大規模震災にの
み適用されるものであるが、相続人の責めに
帰しえない理由での価値下落という点では
他の損失も同様であり、対応を行うべきであ
ると考える。不可抗力による価値下落につい
ては、ドイツでも同様の議論がなされている。 
 震災特例法による「震災発生直後の価額」
について、国税庁は相続税等の申告の便宜及
び課税の公平等の観点から、震災による地価
下落を反映させた調整率を定め、平成 23 年
分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて
計算できることとした。評価率は阪神淡路大
震災時にも適用されているが、当時の調整率
の最小値は 0.75 であったが、東日本大震災
に際しては、最小値が 0.2 となっている。最



小値が適用されるのは津波の影響を大きく
受けた地域である。 
 調整率は国税庁による「震災発生直後の価
額」の解釈を示したものということができる
が、法令によるものではないため、合法性の
原則の問題が指摘されうる。しかし、調整率
は緊急時における特例的取扱いであり、時価
の下落後の価額と一致するものである限り、
「震災発生直後の価額」として認められるも
のと考えられる。 
 
(2)ドイツにおける価値下落の取扱い 
①期日主義と利得主義 
ドイツ相続贈与税法 11 条は、ドイツ相続

贈与税法に別の定めがない限り、財産の評価
を税の発生時点で行うことと定めている。こ
のことは期日主義と呼ばれている。評価期日
は、例えば死亡による取得の場合は被相続人
の死亡の日であり、生前贈与の場合は贈与の
実行日である。 
 ただし、ドイツ相続贈与税法 11 条は「別
の定め」がある場合には例外的取扱いを認め
ている。この例外規定はドイツ相続贈与税法
14 条 1項 1文に規定されており、具体的には
10 年以内の取得の累積課税の場合などに適
用される。この規定によれば、過去の取得は
過去の価値で評価し、期日価値ではなく、取
得時の価値で評価することになる。 
また、期日主義を適用すると実質的に不当

である場合には相続税は免除される。また、
特例として納税の猶予がある。 
 ドイツ相続贈与税法は、遺産ではなく無償
の財産増加に対して課税することとしてい
る。これが利得主義と呼ばれる考え方である。
ドイツ相続贈与税法の基本的な考え方は、遺
産取得税に基づく利得主義であるとされる。   
ドイツ相続贈与税法の体系は、期日主義と

利得主義との間で対立しうる。具体的には、
相続後や贈与後に財産を自由に使用できる
まで時間がかかる場合などである。この場合
に、期日主義を優先するならば、期日以降に
財産価値が下落したとしても考慮しないと
いうことになるし、利得主義を優先するなら
ば、実際の利得は下落後の価値しかないため
財産価値の下落を考慮すべきであるという
ことになる。このような場合には、期日主義
は利得主義の陰に後退すべきであるとする
見解がある。この見解からは、期日主義と利
得主義は対立関係にあるようにも捉えられ
る。 
一方で、期日主義と利得主義は相互に補完

しているのであって、競争関係や序列関係に
あるのではないとする見解もある。この見解
によれば、利得主義は一度しかない取得（贈
与又は相続）を捉えるため、時点を考慮する
ことを求められ、その点を期日主義が補って
いるとする。 
②相続後の損失に関する裁判例 
 相続後、実際に相続した財産を利用可能に
なるまでの間に財産価値が下落して損失が

発生する場合がある。相続に際して、評価期
日と利用可能時点が異なるケースとして、例
えば裁判による相続の決定により相続によ
る取得が遡及する場合などが考えられる。ま
た、相続争いに伴い遅れて相続証書を与えら
れた場合の財産は相続時点と利用可能にな
った時点が異なるし、国外財産も為替相場の
変動により相続後の損失が発生する可能性
がある。このような場合において、判例上は、
期日主義を厳格に適用し、評価期日は税の発
生時点であるとしている。 
 連邦財政裁判所 1999 年 9月 22日判決の事
例において、原告は遺言執行が遅れたことに
より、取得時点の有価証券の価値は相続後下
落しており、この下落分を考慮すべきである
として、訴訟に及んだ。 
 原審である財政裁判所は、相場下落を考慮
することを認めず、死亡時点の価値によると
判示し、連邦財政裁判所も原審の判決を維持
した。 
 この事件の争点は、相続税の期日価値の決
定に際して、また、取得と期日の間で著しい
時間的隔たりがある場合、価値変動を考慮す
べきかどうかという点である。 
 裁判所は、相続贈与税法 10 条 1項 2文、
相続贈与税法 11 条により、価値決定は税の
発生時点すなわち被相続人の死亡による取
得の時であるとされているため、取得と期日
の隔たりは原則として考慮されず、期日以降
の価値変動は考慮しないと判示した。 
 他の裁判例においても相続以降に発生し
た相場の下落のような期日以降の価値変動
は、原則として考慮しない旨判示されており、
上級財務局も同様の見解を示している。 
一方で、不可抗力による期日以降の価値下

落や、取得者が使用可能な状態になるまでに
財産収益の価値が下落した場合にはこの限
りではなく、一定の場合には対策をすべきで
あるとする見解もある。このような期日以降
の価値下落を正当化する根拠は、個々の事例
において相続贈与税法が有する憲法との関
係、すなわち生存を脅かす効果を有するとい
うことにあるとされる。連邦憲法裁判所 1995
年 6月 22日判決は、個々の事例においては、
期日主義の適用が生存を脅かす効果を有す
ることを指摘しており、その後も同様の指摘
をする判決がある。 
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